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           平成２６年度事業計画書 

[１] 事業実施方針 

定款第３条及び第４条に基づき、獣医学術及び技術の振興及び普及、獣医師道の高揚

等を図り、動物に関する保健衛生及び愛護精神の向上、安全安心な畜水産食品の生産振

興、人の公衆衛生の向上、社会福祉の増進、自然環境の保全に寄与することを目的とし

て、次の事業を推進します。 

[２] 事業計画 

Ⅰ 公目的事業 

公１ 人と動物が共生する社会環境の健全な発展を目的とする事業 

本事業の趣旨は、県民と動物が、心豊かに暮らせる社会環境を整えることを目的とし

て次の事業を実施します。 

１．公衆衛生及び社会福祉増進事業 

 狂犬病予防等の人と動物の共通感染症の発生を予防し、その知識の普及・啓発による

公衆衛生の向上及び社会福祉の増進を目的とする事業を実施します。 

（１）狂犬病予防注射事業 

犬の予防注射接種を徹底し犬の集団免疫力を高め、発生を予防します。 

 本事業は、厚生労働省局長通達（昭和２５年１０月５日厚生省公衆衛生局長通知第

１７０号）に基づき、県・市町と獣医師会が連携して狂犬病の予防を実施します。 

１）集合注射 

 狂犬病予防法等に基づき、佐賀県内市・町では毎年４月から 6 月迄の間に集合注射

が計画され、その予防注射接種を獣医師会が事業として、その任務を果たします 

２）個別注射 

 接種率の維持及び向上を図るため、集合注射を受けることができなかった飼い主や、

新たな犬の飼い主に、会員動物病院での狂犬病予防注射を年間を通じて実施します。 

 

（２）狂犬病予防啓発事業 

 １）本会としての啓発活動 

狂犬病予防の啓発を目的として、毎年４月から６月までの狂犬病予防月間に「狂犬

病予防及び法令遵守」について、新聞等のマスコミを利用した広報を実施し、県や市・

町と連携して、本会作成のポスターやチラシを行政機関の窓口で配布します。 

 人と動物の共通感染症については、厚生労働省、農林水産省や公益社団法人日本獣

医師会から情報を収集し、会員動物病院でポスターの掲示やチラシを配布するととも
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に、本会ホームページに掲載し、普及啓発活動を実施します。 

 

 ２）会員獣医師を通じた啓発活動 

人と動物の共通感染症の予防や正しい知識の普及啓発を目的として、ポスターの掲

示、またチラシの配布を行うとともに、動物飼育者に対し狂犬病予防の正しい知識に

ついて指導する等、積極的に普及啓発活動を実施します。 

 

２．動物愛護普及啓発事業 

 動物愛護及び管理に関する法律（昭和４８年１０月１日法律第１０５号）に基づ

き、県民の動物愛護思想の普及啓発・定着化を目的として、専門家である獣医師集団

である本会が積極的に取り組みます。 

動物の正しい飼い方等の普及・啓発による、人と動物が安心して心豊かに暮らせる

社会環境の整備を目的とする以下の事業を取り組みます 

（１）動物保護管理推進事業 

 １）動物愛護フェスティバルの開催 

家庭飼育動物が増加している中で、その習性や正しい飼育方法の周知、愛護・保護

精神の育成等を普及・啓発することを目的として、佐賀県等と共催による「動物愛護

フェスティバルさが」を１０月に佐賀県と共催して開催します。  

広く県民に、「家庭動物の感染症対策」「飼い主のマナー遵守」「動物虐待の防止」

「正しいしつけによる人への危害の防止」等の啓蒙・普及を図る目的で次の事業を実

施します。 

 （動物愛護フェスティバル実施事業） 

 ｱ)優良飼育者の表彰（犬、猫等の優良飼育者の表彰） 

 ｲ)動物ふれあい広場（児童・生徒、親子による、リス・ハムスター・ウサギ・ヤ    

ギ等の動物とのふれあい） 

 ｳ)ペットなんでも相談（家庭飼育動物の飼育・健康相談に対する会員獣医師の指   

導・助言） 

 ｴ)人と動物の共通感染症等のパネル展示 

 又、佐賀県主催による、犬とねこの譲渡会（犬、猫の里親探し）、動物図画コンク

ール優秀作品の展示（小学生の作品）及び、佐賀市主催による、犬のしつけ教室（人

への危害防止の指導訓練）の実施に協力します。 

 ２）休日当番獣医師制度の運用 
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適切な動物の保護・管理を目的として、休日における動物飼養者の利便に対応する

ため、休日当番医制度を運用します。 

新聞に休日在宅獣医案内を掲載するとともに、「動物病院の休日当番」案内専用フ 

リーダイヤルを開設し、飼育動物の緊急の疾病等に対応します。 

 ３）小動物診療相談窓口の設置 

犬、猫等の小動物のペットの動物病院での診療に関する県民の相談に対応するため、 

本会に「小動物診療相談窓口」を開設し、診療に関する相談や診療報酬や獣医事全般

の相談を受け付けます。       

 

（２）犬避妊手術助成事業 

適切な飼育方法の普及・啓発、飼育できなくなって処分される不幸な犬を少なく

するため、雌犬の避妊手術を希望する全ての飼養者に対して、動物病院で手術を受

けた場合に、費用の一部を本会が助成します。 

 

（３）傷病野生鳥獣救護事業 

佐賀県が実施している傷病野生鳥獣救護事業が円滑な実施を目的として、県民が保

護した傷病野生鳥獣を、快復するまで会員動物病院で一定期間保護し、治療を施す等、

積極的に協力します。 

 

（４）野生動物救護対策事業 

「絶滅の恐れがある野生動植物の種の保存に関する法律」（平成４年６月５日法律第

７５号）に基づき、「九州・沖縄地区希少野生動物保護支援協議会」（平成２５年８月に

発足）による、長崎県「ツシマヤマネコ」、沖縄県「アマミノクロウサギ」、宮崎県「岬

馬」の保護支援活動に、本会も支援します。 

 

（５）福祉介護犬医療助成事業 

「身体障害者補助犬法」（平成 14年 5月 29日法律第 49号）で認定された盲導犬等の、

感染症の予防と健康管理・保持を図ることにより、視覚障害者等の社会参加を促進する

目的で、ワクチン等予防接種、投薬、診療等の費用を助成します。 

 

（６）学校飼育動物対策事業 

小学校の動物飼育に対し、正しい動物の飼い方等を指導することにより、命の大切
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さ・動物愛護の情操教育の一助になるよう取り組みます。 

 学校飼育動物対策委員会において、研修会・講習会等の実施や、各地域の会員が学校

からの相談や支援の要請に対応します。 

 本会や会員による電話相談窓口を開設しており、飼育動物の健康診断、動物介在体験

学習、診療、飼育指導・助言等を実施します。 

 

３．家畜衛生及び畜水産業振興支援事業 

畜産の振興並び安全・安心な畜水産物の生産・供給を図り、国民の食生活の向上に寄

与するため次の事業を実施します。 

あわせて、畜産関係団体、公衆衛生団体等と連携し、団体が推進する事業に協力・支

援します。 

(１)畜産関係指導普及事業 

（社）佐賀県畜産協会が実施する防疫推進事業や特定疾病予防接種推進事業の実施や、 

佐賀県農業共済組合連合会が実施する、家畜共済事業に係る指定獣医師は、本会が推薦

した獣医師が従事し、事業の推進に寄与します。 

 家畜伝染病の防疫対策に係るテーマについて生産者や消費者を対象とした講演会等

を開催します。 

 畜産生産者団体が、家畜の増殖技術の改良を通じ、県内畜産物の安定供給を目的とし

て実施する共進会に会長賞を交付し、畜産の振興並び安全・安心な畜水産物の生産・供

給に寄与します。 

(２)獣医公衆衛生指導普及事業 

 広く県民への食の安全の普及・啓発を目的として、食の安全・安心や食中毒に関する

市民公開講座等を開催します。 

 

公２ 学術の振興を目的とする事業 

獣医師は、人と動物の共通感染症や動物特有の感染症の発生防止を通じて、人と動 

物が共生できる社会の構築を期待されています。 

獣医学術の研鑽・技術の向上は、国民への動物感染症の予防と公衆衛生の向上に寄

与します。 

本事業は、県内及び九州地区の獣医師および獣医療関係者を対象に実施するもので次 

の事業を実施します。 
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１．獣医学術九州地区学会・大会事業 

  平成２６年１０月４日に鹿児島市で開催される、獣医学術九州地区学会は、九州地

区の獣医師および獣医療関係者を対象に、獣医療業務の推進、研修や畜産の振興、獣医

公衆衛生の発展に寄与することを目的として開催されます。又、同時に獣医学教育の充

実や人材育成等を目的として九州地区大会が開催されます。 

 本会では、会員の学会発表、参加に積極的に取り組みます。併せて日本獣医師会が開

催する学会等での発表、参加に積極的に取り組みます。 

２．講習会・研修会開催事業  

会員の学術の研鑽と獣医療技術の向上並びに畜産の振興、公衆衛生の向上、動物愛

護及び社会福祉の向上を目的に、産業動物部会、小動物部会、公衆衛生部会ごとに講

習会・研修会を実施します。 

あわせて、九州各県・市獣医師会の会員及び畜産関係者・公衆衛生関係者の出席を

呼びかけます。 

 

Ⅱ  収益事業 

収１ 獣医療証明書等頒布事業 

  獣医師法、獣医療法、動物薬事法等で診療の際に義務付けられている証明書につい

て統一した様式を作成し、頒布します。 

 

Ⅲ その他の事業 

 他１ 会員相互扶助事業  

  会員の福利向上の充実を図り、本会の公益目的事業の円滑な推進に資するため次の

事業を実施します。 

１．親睦事業    会員相互の親睦・融和を図るため交流・懇親会を開催。 

２．獣医事事業   獣医事に係る課題の検討、及び獣医事倫理の向上対策。 

３．福利・研修事業 各種獣医師共済制度の照会・加入促進及び日本獣医師会や各県

獣医師会、学会が開催する研修会等の参加案内 

４．学術奨励    日本獣医師会等が主催する学会での研究発表への奨励費の交付 

５．慶弔      会員及び家族等への慶弔規定による給付 

６．表彰      表彰規程による功労会員への表彰、及び日本獣医師会会長表彰、 

九州地区獣医師会連合会会長表彰の推薦 
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 Ⅳ 法人業務及び関連する事業 

１．獣医療体制整備について 

 県民の求める獣医療体制や、本会の役割について研究・整備を推進するため獣医療

体制整備委員会を設置します。 

獣医師会館建設は、理事会、獣医療体制整備委員会で議論を重ね、施設規模・内容

に関する議論や調査を進めます。引き続き建設資金の確保に努めます。 

２．本会の発展に係る事業の推進 

・行政庁、関係団体が実施する事業に協力します 

・会員や県民に各種情報の提供と出版物等を斡旋します。 

・獣医事の体制確率や、獣医師の処遇等の改善要請活動を推進します。 

・その他本会の発展に係る事業を推進します。 


